
調達に関する一連の手続の関連法規及び実態
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調達手続の規定レベル

契約総則
種類別の契約手続

支出手続
一般競争入札 指名競争入札 随意契約

国

法律
（地方自治法）

・契約手続の種類
・一般競争入札原則
・最低価格落札等原則
・入札保証金
・契約書作成の成立手続
・契約の履行確保

・支出負担行為
・支出命令
・支出方法の種類
・小切手の振出し、公金
振替書の交付

政令
（地方自治法施行令）

・監督・検査の方法
・契約保証金

・参加者の資格要件
・資格要件等の公告
・入札保証金
・開札手続
・落札者の決定方法（総合
評価一般競争入札等）

※固有の規定
・指名競争入札の要件
・指名の手続

・随意契約の要件 ・支出命令の要件
・各支出方法を使うこと
のできる経費、各手続

・小切手の振出しの方法、
償還等

省令
（地方自治法施行規則）

・電子契約による契約書
作成の場合の手続

・総合評価競争入札におけ
る落札者決定基準の聴聞
の要件

※固有の規定なし ・随意契約の要件の細目

地
方
公
共
団
体

条例
（例）

・議会の議決に付すべき
契約の設定

規則
（例）

・契約書の必須記載事項
・契約書の作成を省略可
能とする要件

・契約保証金の率
・請書
・部分払・前金払
・契約解除権
・監督・検査の職務
・検査調書

・資格審査（競争入札参加
資格審査申請書）等

・入札の広告
・入札保証金
・予定価格の決定
・最低制限価格の決定
・入札の無効事由
・入札結果の通知
・入札経過調書の作成

※固有の規定
・指名基準
・指名者数の要件
・指名競争入札通知

・随意契約によることがで
きる契約額の範囲の決定

・見積書の徴取
・見積経過調書の作成
・随意契約の内容等の公表

・支出命令の手続
・会計管理者の支払事務
取扱日及び時間

・請求書の内訳、契印
・支払通知
・資金決済の手続
・各支出方法を使うこと
のできる経費、各手続

・小切手の振出しの細目
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調達に関する一連の手続のフロー①（競争入札）
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○ 地方公共団体の競争入札による調達の一連の手続は、入札参加資格審査、入札、契約、請求、支払から構成。
○ 入札参加資格審査申請、入札、契約締結、請求等の各手続において、地方公共団体と事業者との間で事務が
処理されることとなるが、その具体の実施方法や様式については、地方公共団体ごとに異なっている状況。
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調達に関する一連の手続のフロー②（随意契約）
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○ 地方公共団体の随意契約による調達の一連の手続は、事業者の選定、契約、請求、支払から構成。
○ 見積書の提出、契約締結、請求等の各手続において、地方公共団体と事業者との間で事務が処理されることとな
るが、競争入札と同様に、その具体の実施方法や様式については、地方公共団体ごとに異なっている状況。
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地方公共団体の財務関係規則における主な規定の比較①
東京都契約事務規則 長野県財務規則

一般競争入札の参加者の資格審査等
（一般競争入札の参加者の資格の審査等）

第四条 財務局長は、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号。以
下「令」という。）第百六十七条の五第一項の規定により、知事が、一
般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応
じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営
の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定める
ところにより、随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待
つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認
めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなけ
ればならない。ただし、必要があると認めるときは、期日を定めて一般
競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、当該審査及び通知をす
ることを妨げるものではない。

（有資格者情報）
第五条 財務局長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格
を審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査システム
に登録するものとする。

（一般競争入札の参加者の資格等の公示）
第六条 令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する
者に必要な資格を公示しようとするときは、第四条に規定する申請の時
期及び方法、資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他
資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。

２ 前項の公示は、東京都公報に登載して行うものとする。

（一般競争入札参加者の資格）
第120条 政令第167条の４第２項各号の一に該当すると認められる者及び
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する
者は、別に定める期間、一般競争入札に参加することができない。

２ 政令第167条の５第１項及び政令第167条の５の２の規定による一般競
争入札に参加することのできる者の資格は別に定める。

３ 知事は、前項の規定により資格を定めたときは、県報により公告する
ものとする。

（資格の審査）
第121条 知事は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の４
第１項及び前条第１項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同
条第２項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審
査申請書を提出させて審査するものとする。

２ 知事は、前項の規定により資格の審査をしたときは、その結果を通知
するものとする。

３ 知事は、第１項の規定による審査の結果、資格を有すると認める者の
名簿を作成するものとする。

指名競争入札の参加者の指名
（競争参加者の指名）

第二十九条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとすると
きは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入
札に参加させようとする者をなるべく五人以上指名しなければならない。

２・３ （略）

（東京都指名業者選定委員会への付議）
第三十条 契約担当者等（警視総監及び消防総監を除く。）は、予定価格が建
築工事にあつては三億五千万円以上、土木工事にあつては二億五千万円以上、
電気工事、管工事その他の設備工事にあつては四千万円以上の工事の請負に
関して、前条第一項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指
名しようとするときは、別に定める東京都指名業者選定委員会（以下「委員
会」という。）の議を経なければならない。

２ （略）

（指名競争入札の参加者の指名）
第134条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、努めて10人以
上の者を指名し、入札に参加させなければならない。

２ （略）

４



地方公共団体の財務関係規則における主な規定の比較②
東京都契約事務規則 長野県財務規則

見積書の徴取に係る要件
（見積書の徴取）

第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項その
他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴さな
ければならない。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れ
るとき、その他その必要がないと認めるときは、この限りでない。

（見積書の徴取）
第136条の２ 予算執行者は、随意契約に付するときは、２人以上の者から見
積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、１人
の者から見積書を徴することができる。
（１） 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
（２） 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争

入札に付する必要がない物品を購入するとき。
（３） １件の予定価格が10万円未満のものであるとき。
（４） ２人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

２ 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴すること
が適当でないと認めるとき又は１件の予定価格が２万円未満のものであると
きは、当該見積書を徴さないことができる。

契約書の作成
（契約書の作成）

第三十六条 契約担当者等は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売り
により落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定
したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければな
らない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、そ
の記載を要しないものとする。
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約保証金に関する事項
五 契約履行の場所
六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他
の損害金

九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 その他必要な事項

２・３ （略）

（標準契約書）
第三十七条 財務局長は、知事の承認を得て、契約担当者が作成する契約書に
関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。

２ 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、前
条第一項の契約書を作成するものとする。

（契約書の作成）
第140条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を
記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその
記載事項の一部を省略することができる。

（１） 契約の目的となる給付の内容
（２） 契約履行の場所
（３） 給付の完了の時期
（４） 対価の額
（５） 対価の支払方法及び支払時期
（６） 監督又は検査の方法及び時期
（７） 契約保証金
（８） 当事者の債務不履行の場合における遅延利息及びその他の損害金
（９） 危険負担
（10） 契約不適合責任
（11） 契約解除の方法
（12） 契約に関する紛争の解決方法
（13） 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
２ （略）

５



地方公共団体の様式の例①（入札申込書）

６

例１：A県（委託） 例２：B市（委託）



７

※Ｂ市（委託）においては、「入札参加表明書」のほか、「入札参加資格確認申請書兼誓約書」の様式を作成。



地方公共団体の様式の例②（委任状）

８

例１：Ａ県（委託） 例２：Ｂ市（委託）



地方公共団体の様式の例③（入札書）

９

例１：Ａ県（委託） 例２：Ｂ市（委託）
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